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設立30周年を迎えて



発刊のご挨拶

　(公社)雨水貯留浸透技術協会は、2021年4月3日をもちまして設立30周年を迎えることが
できました。この30周年という節目を迎えることができましたのも、ひとえに会員各社並び
に関係機関の皆様の格段のご協力の賜であり、厚く御礼申し上げます。
　当協会は、1986（昭和61）年度技術評価課題「浸透型流出抑制施設の開発」において、建
設大臣技術評価書を交付された民間12社が中心となり、評価を頂いた技術を普及させる目
的で1989（平成元）年に任意団体の「雨水貯留浸透技術協会」を発足致しました。その後河
川局においても都市型水害の対応など雨水貯留浸透技術の普及に力をいれる必要性を鑑み、
河川局の設立許可を頂き、1991（平成3）年4月3日に「社団法人雨水貯留浸透技術協会」を
設立、その後2012（平成24）年8月に公益法人の認定を受け、「公益社団法人雨水貯留浸透
技術協会」となりました。

　これまで私どもの協会では、雨水貯留施設や浸透施設の研究・改善・普及を行い土地の
有効利用をはかるとともに、治水対策の推進・都市の水循環系の改善・雨水の有効利用を
目的とし、活動を進めてまいりました。
　1991～2000年にかけては、主に雨水貯留浸透技術に関する調査・研究及び開発に取り組
み、水循環系改善のための計画手法について検討するとともに、技術指針や手引き等を刊
行。また、民間における雨水貯留浸透技術の研究開発を促進するとともに、建設事業への
適正かつ迅速な導入を目的とした評価認定制度を制定いたしました。
　2000年以降は、雨水貯留浸透施設整備および雨水利用の推進に資する「特定都市河川浸
水被害対策法」や「水循環基本法」等が施行され、様々な動きがでてきております。私ど
もも、今後は都市の水循環再生のため、培ってきた雨水貯留浸透技術の活用と啓発・普及
活動のより一層の活性化をはからなければなりません。

　当協会の会員は、メーカー、ゼネコン、建設コンサルタント等の多様なメンバー構成と
なっており、国の出先機関や地方自治体等が季刊誌「水循環 貯留と浸透」を購読していま
す。本誌には、今後、雨水に関連する制度や施策、雨水貯留浸透施設の整備事例、普及状
況に関するデータや会員各社様の斬新な取り組みや新技術・新製品を紹介していきます。水
害の軽減と雨水産業界の新たなビジネス創出に資することを目的とした雨水の総合情報発
信ツールとして、また、激甚化する水害から少しでも犠牲者を減らすべく、より一層雨水貯
留浸透技術を広く周知するツールとして、ご活用いただければ幸いです。
　加えて、この『雨水』を基軸として、自治体様等と相互の情報交換ができるような体制づ
くりに発展させていくことを目指しております。

　皆様の引き続きのご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。

公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会
会長 佐藤 直良
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鼎談
雨水貯留浸透技術協会のこれまでとこれから

設立30周年記念

雨水貯留浸透技術協会は、都市の水循環を改善し、都市に
「うるおい」をもたらすことを目的として1991（平成3）年4月に設立されました。

　それから30年、雨水の貯留浸透技術の開発をはじめ、
さまざまな調査・研究を通じて、多くの成果を生んできたこれまでの歴史を

振り返るため、協会とかかわりの深いお三方に登場していただき、
忌憚のないご意見をお聞きしました。

佐藤　直良 氏　 公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会 会長

高野　登 氏　　 日本工営株式会社 代表取締役会長

山下　浩之 氏　 積水テクノ成型株式会社 代表取締役社長
（2021年3月5日当時）

出 

席 

者
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頼りになる存在として
―雨水協会との関り―

佐藤　平成6年から都市河川室の建設専門官をしていま
したが、その頃に5省庁の水循環に係る省庁連絡会を立ち
上げました。その際、協会から大学の先生たち5人にお願
いして、五つの流域で水循環の機構・システムを検討し
ていただきました。協会を通じたこのような取組みによっ
て多くの有識者につながりができ、さらに水資源公団時
代には、遅れていた地下水の適正利用という問題に対し
ても、高野さんをはじめとする協会の方々にお知恵を借
りながら進めることができました。当時を振り返ってみ
ると、本当に頼りがいのある協会だと感じていました。

高野　私は平成3年の協会設立当初から関わってきてお
り、「雨水浸透施設技術指針」や「水循環の再生構想マ
ニュアル」、「都市域における水循環系の定量化手法」の
解説書を手がけました。これらはある意味、従来の直接
的な対策からのパラダイムシフトを起こす役割を果たし
たのではないかなと思っています。
　例えると、ダムなどの西洋医学に対して雨水貯留浸透
は漢方薬のようにじわじわと効いてくるもので、単に洪
水防除だけではなく、水辺の回復、水質の改善などにも
効果があるということを訴え、水循環の改善・健全化と
いう視点を持ち込んだのは、この協会の大きな存在意義
だったのではないかと考えています。

山下　平成30年から3年ほど協会の理事を務めさせてい
ただいています。これまで協会の活動に参画してきて感
じることは、やはりこの協会が持っている技術やノウハ
ウの蓄積、人材の蓄積は非常に重要であり、一企業とし
て発揮できる力を何倍にもしていただけるような気がし
ています。

蓄積したものをどう活かすか
―雨水協会の強みと弱み―

高野　協会のメンバーには、私どものようなコンサルタ
ントとメーカー、建設会社など雨水貯留浸透に関わる民
間企業が加入しています。それはある意味ワンストップ
サービスが可能であるという大きなメリットになってい
ると思います。
　現在、国土交通省が「流域治水」という構想を立ち上
げ、治水の転換を図ろうとしていますが、この中で謳わ
れている取組みの多くは、まさしく協会が目指してきた
ものであり、そういう先駆性があったと思いますし、そ
の実力が再評価される時期が来ていると言っても過言で
はありません。ただ、現状としては、人材、特に後継者
不足でマンパワーが低下しているため、こうした技術・
ノウハウを外に向かって発揮する力が弱くなっていると
感じています。

山下　ワンストップオペレーション、サプライチェーン、
バリューチェーンがすべて網羅されているので、一企業
の立場からすれば情報の宝庫ですし、災害が発生した際

佐藤氏

高野氏
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にも、その被害状況のレポートや法的規制の発効といっ
た情報が早く入手できます。また、市場の動向、特にグ
リーンインフラなど近年大きな動きを見せている取組み
の動向なども把握でき、非常に助かっています。それは
まさに協会の強みなのだろうなと思います。

佐藤　協会には技術、ノウハウの蓄積はもとより、さま
ざまなステークホルダーとのつながり、さらに公的機関
との結びつきもあり、これらの橋渡し役としても評価さ
れる存在であり、現在もその位置は変わらないと思いま
す。ただ、残念ながら、財務体質の問題、組織構成の問
題等により持っている強みを活かし、新しいシステムを
つくり、世の中はもとより会員企業のメリットにつなげ
ることが十分とは言えません。
　世の中の変化のスピードが速くなってきたからと言っ
て、単にＤＸとか、新しい言葉に飛びつくのではなく本
質的な世の中の動き、例えば脱炭素社会、コロナ禍でも
たらされた社会活動の変化などを捉えて、協会が持って
いる技術、各企業が持っている技術をコンバインしなが
ら社会的に評価されるシステムを作るという方向がある
のではないかと思います。

高野　私もその意見に賛成ですね。協会が何か新しい違
う分野に挑戦するというよりも、今持っている技術など
をどう社会にアプライするかを考えたほうがいいと思い
ます。

山下　確かにこれからの雨水貯留浸透の業界は、互いの
技術を持ち寄ってイノベーションを起こしていくことが
重要になってくると思います。ただ、それぞれが腹を割っ
てノウハウとか技術を持ち寄るには、さらに新しい仕組

み作りも必要です。社会貢献を目指して各社がどういう
目的をもって協会に集まるのかを今一度見つめ直す時期
に来ているのではないかと。

新たな価値の創造へ
－これからの雨水協会－

高野　そういった意味では、現在はまさに気候変動など
新たな評価方法が出てきています。そうすると、これま
での技術指針で扱っていた外力が変わって来る可能性が
あり、その中で雨水貯留浸透施設をどう位置付けるかも
変わるでしょう。指針やマニュアルも今後改訂しなけれ
ばならないと思います。従来つくってきた協会の財産を
もう一度見直すということが必要です。

山下　そうしたことも重要だとは思いますが、現実的に
は企業として、やはりメリットのほうに目が向きます。漢
方薬だからこそそのメリットについてもう少し明確にし
ていきたいのです。高い理想があって、その中で参画メ
ンバーがＷｉｎ-Ｗｉｎになるような効果がどのくらいあ
るのかをきちんと可視化するような仕組みもぜひ考えて
いかなければならないでしょうね。

佐藤　これからは、雨水を単なる治水の対象、洪水防除
の対象としてのみ見るのではなく、これまで蓄積した技
術やノウハウに新たな機能を付加できるのか、新たな価
値を創造できるのかにかかっていると思います。
　人間社会には多様な価値観があります。一方水が持っ
ている機能には、エネルギーを含めた経済財としての機
能、生態系を含めた生活財としての機能、雨を楽しむと
いった文化・情操財、そして安全・安心という安全保障
に寄与する機能などさまざまな面があります。
　今後はそういうものに対して協会が各ステークホルダー
を結びつけながら新しい機能を合わせ持つシステムを社
会に提供できるようになれば、さらに大きな価値を生み
出していくと思います。水循環の健全化という大きな価
値を最初に見出した組織ですから、今こそ、その底力を
発揮する時ではないかと考えています。

この鼎談の全文は、協会のホームページ
でご覧いただけます。

https://arsit.or.jp/usui

山下氏
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貯留・浸透・利用×流域治水×GI

図 令和元年東日本台風における鶴見川での効果事例

雨水貯留浸透に係る 令和3年度の重点施策の紹介
令和3年度の重点施策は、「流域治水の実践」です。近年の浸水

被害や気候変動に伴い頻発・激甚化する水害をふまえ、あらゆる
関係者が協働して実施する「流域治水」を令和2年度に打ち出し、
全ての一級水系で流域治水プロジェクトを策定・公表し、事前防
災対策を進めていくこととしています。令和3年度はこのプロジェ
クトに基づく対策を実践するスタートの年になるため、同年度か
ら拡充される雨水貯留浸透施設整備に係る支援制度を活用いただ
き、雨水貯留浸透施設の整備・活用を進めて浸水被害の防止・軽
減に益々寄与することを期待するとともに、取り組みの更なる推
進を図っていきたいと考えます。
（1）流域治水と雨水貯留浸透施設の活用
　「流域治水」とは、「河川、下水道、砂防、海岸等の管理者が主
体となって行う対策をより一層加速するとともに、集水域と河川
区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その流
域全員が協働して、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策、②被

害対象を減少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興
のための対策、までを多層的に取り組む」ことと定義されていま
す。
　氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策として、雨水貯留浸透施設
の整備・活用が有用です。雨水貯留浸透施設は、その名の通り、
雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有し、河川
への流出を抑制することで、浸水被害を軽減します。これまで、
都市部を中心に整備が進められてきており、その施設効果は、令
和元年東日本台風においても発揮されました。例えば、東京・神
奈川を貫流する鶴見川流域では、急速な都市化に伴う流出量の増
大などに対応して安全を確保するために雨水貯留浸透施設の整備
を含む総合的な治水対策を実施してきており、令和元年度台風で
は、河川整備で実施した鶴見川多目的遊水地で約94万㎥を貯留し
た他、流域にある4,900基を超える防災調整池等で雨水を貯留す
るなど、これまで協働して講じてきた対策が効果を発揮し、浸水
被害を軽減しました。

国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 課長補佐 大上 陽平大上陽平
　立命館大学 理工学部卒。2019 年に現在の部署に配属。
　主な業務内容:流域治水の推進による浸水被害の防止・軽減を図るため、雨水貯留浸透施設整備等を
　含む地方公共団体や民間事業者等への支援制度の企画立案等を担当しています。
　出身地:長野県長野市 座右の銘:おもしろき こともなき世を おもしろく
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図 令和３年度 雨水貯留浸透施設整備に係る予算・税制支援制度

（2）流域治水関連法案と支援制度の拡充
　流域治水の実効性を高めるため、法的枠組みとして、氾濫をで
きるだけ防ぐための流域における雨水貯留対策の強化や、被害対
象を減少させるための浸水リスクが特に高いエリアにおける開発
規制・建築規制の導入、被害の軽減に向けリスク情報空白域を解
消するためハザードマップ対象河川の拡大など、災害に強いまち
づくりを強力に推進していくため、河川法、水防法、下水道法、
特定都市河川法に限らず、都市計画法、都市緑地法、防災集団移
転特別措置法、建築基準法、土砂災害防止法の9つの法律改正を束
ねる流域治水関連法案が令和3年2月に閣議決定され、今国会に提
出されているところです。
　雨水貯留浸透に係る対策強化のため、この法案に基づき、自治
体や民間事業者等の雨水貯留浸透施設整備への支援制度を拡充す
ることとしており、国庫補助率を従前の補助率1/3から1/2へ嵩上
げした補助事業の創設、民間事業者が整備した雨水貯留浸透施設
に係る固定資産税の減免措置を令和3年度から創設することとして
います。
（流域治水プロジェクト）
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html
（流域治水関連法案）
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_hoan/index.html

協会に期待すること
　前述のとおり、気候変動による頻発・激甚化する水害への対応、
流域治水の推進にあたって、雨水貯留浸透施設の整備・活用は益々
必要性が高まり、その普及に尽力されてきた雨水貯留浸透技術協
会の役割も一層重要になると考えています。これまでの30 年間に
わたって調査・研究による技術的知見の蓄積や、それに基づく技
術指針の作成、新技術の評価や人材育成の取組みを更に拡大する
とともに、令和3年度に新設する支援制度がそうであったように協
会の知見や会員企業等の声を活かした提案等を頂くことで、これ
まで以上に連携し、雨水貯留浸透施設の整備・活用の推進を図っ
ていきたいと考えます。

6　雨水 設立30周年を迎えて



雨水貯留浸透に係る 令和3年度の重点施策の紹介
　令和2年6月、水循環基本法に基づく新たな水循環基本計画が閣
議決定されました。新たな基本計画では、「健全な水循環への取組
を通じた安全・安心な社会を実現するため、洪水や地球温暖化の
防止に寄与する森林、河川、農地、都市等の貯留・涵養機能の持
続的な発揮や持続可能な地下水の保全と利用等を図るための取組
を総合的に推進すること」を大きな柱として位置付け、国土交通
省や関係省庁が連携して、雨水の貯留・浸透・利用の推進に向け
た施策を重点的に取り組むこととしております。
　雨水を貯留・浸透させる取組を推進するため、取組事例、支援
制度、課題や普及啓発方策等について、関係省庁が情報共有や意
見交換を行い、取組の促進を図ることを目的とした関係省庁によ
る連絡会を令和2年1月に設置しました。令和3年2月までに計4回
の連絡会を開催し、取組事例や支援制度に関するパンフレットの
策定・公表、パンフレットを活用した地方公共団体への普及啓発
や雨水の貯留・浸透の取組を先進的に行っている地方公共団体か
らのヒアリングと関係省庁間での課題の共有などを進めてきたと
ころです。パンフレットの詳細は以下のURL を参照いただきたい
が、雨水の貯留・浸透・利用に関する関係省庁の施策や支援制度
を幅広くとりまとめ、新たに取り組む関係者が活用することがで
きる支援を広く普及啓発することを目的として取りまとめていま
す。更に、令和2年から始まった流域治水においても、雨水の貯
留・浸透は重要な取組であることから、流域治水のHP において
も、本パンフレットを掲載するなど、流域治水との連携も進めて
います。令和3年度は、新たな予算や支援制度を踏まえた新たなパ
ンフレットの策定や、地方公共団体からのヒアリング結果などを
踏まえ、関係省庁と連携しなら、雨水の貯留・浸透・利用の更な
る普及に向けた検討を進める予定です。
　また、雨水の利用に重点を置いた施策としては、雨水の利用の
推進に関する法律（雨水法）に基づき、平成27 年3 月に国におい
て、「雨水の利用の推進に関する基本方針」を策定するとともに、
「国及び独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水
の利用のための施設の設置に関する目標」を平成27年3月10日に
閣議決定しております。
　更に、雨水利用施設の設置を推進するため、平成27年2月に「雨
水利用施設事例集」を作成するとともに、「都道府県方針」及び
「市町村計画」の策定を推進するため、平成28 年4 月に、地方公
共団体等の実務担当者向けに雨水の利用の効果や技術的な留意点
等をとりまとめた「雨水の利用の推進に関するガイドライン（案）」
を策定するなど、雨水の利用の推進に向けて取組を進めてまいり
ました。令和3年度は、地方公共団体職員を対象としたセミナーの
開催、雨水利用に関する調査の実施、リーフレットの作成、新た
な雨水利用事例集を作成するなど、雨水利用に係る施策を重点的
に実施しております。
URL: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/
　     materials/materials/pdf/amamizu_tyoryu_kanyo.pdf
URL: https://www.mlit.go.jp/common/001263451.pdf

協会に期待すること
　新型コロナウイルスの感染が拡大し、手洗いなどに使うきれい
な水が求められる中、令和2 年7 月の熊本県や福岡県をはじめ全
国各地を襲った豪雨災害によって、上水道や下水道などの水イン
フラが被災し、多くの地域で断水が起きました。今後、人口減少
が進行することにより、水需要が減少する場合も想定される一方
で、災害の増加や新型コロナウイルスの拡大などにより、安全・
安心な水の確保の重要性が高まっています。そのような状況にお
いて、水道以外の雨水などの代替水源は、災害時の貴重な水源と
して貴重なものである一方、水質等の課題を有しています。
　今後は、災害時などの非常時における安全・安心な水の確保に
向けて、災害時における雨水利用の実態や先進的な事例を調査し、
災害時などの非常時の際の雨水利用におけるガイドラインの検討
や、水質の向上に向けた技術開発などを行っていく必要がありま
す。このような取組を進めていくため、これまで30 年にわたり雨
水の貯留・浸透・利用の施設整備の普及に尽力してきた貴協会の
データや取組事例などの貴重な知見を活かしつつ、引き続き連携
しながら雨水利用の普及促進に向けて取り組んでいきたいと考え
ています。

国土交通省 水管理・国土保全局 水資源部 水資源政策課　栗林 孝典栗林孝典
　大阪大学工学学部卒。2020 年に現在の部署に配属。
　主な業務内容:雨水の貯留・浸透・利用等の推進のため、水循環基本法並びに雨水の利用の推進に
　関する法律に基づく施策の企画・立案を担当しています。
　出身地:和歌山県岩出市 座右の銘:千里の道も一歩から

「雨水貯留浸透に係る 令和3年度の重点施策の紹介」　7



貯留施設の整備

雨水貯留管の整備

雨水貯留浸透に係る 令和3年度の重点施策の紹介
近年、気候変動の影響により内水氾濫が発生するリスクが増大

しており、令和元年東日本台風等においても、内水氾濫による甚

大な浸水被害が発生し、併せて、下水道施設そのものも被災し、

市民生活に影響を与えることとなりました。このように気候変動

の影響が顕在化する中、これまでの下水道による都市浸水対策の

取組を踏まえつつ、気候変動の影響を考慮した取組を推進するた

め、令和元年12月に「気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する

検討会」を設置し、令和2年6月には検討会の提言がとりまとめら

れました。

　提言では、下水道による都市浸水対策について、再度災害の防

止に加え、計画的に事前防災の整備を推進するため、気候変動の

影響を踏まえた計画雨水量の設定が必要であるとしており、現在

の将来降雨の予測データの整備状況や下水道計画の特性を踏まえ、

現在のハード整備に用いる計画降雨に降雨量変化倍率を乗じて、

計画雨水量を設定する手法を用いることとしています。そして、

これを踏まえ、計画降雨等の浸水リスク評価等を実施した上で、

下水道による浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、

施設整備の方針などの基本的な事項を定めた「雨水管理総合計画」

の策定・見直しを通じて、気候変動を踏まえた計画への見直しを

推進します。計画の策定にあたっては、ハード整備による効果発

現時期を見据え、流域治水の考え方を踏まえた多様な主体との連

携など、早期の安全度の向上のために様々な視点から対策を検討

することが重要です。

　また、提言を踏まえ、雨水管理総合計画の策定を通じ、浸水対

策を優先的に実施すべき区域等の設定を進め、効率的・効果的な

ハード整備を進める必要があります。国土交通省では、令和2年度

より、計画的な整備や適切な機能確保を図るため、大規模な雨水

処理施設の設置または改築を集中的に支援する大規模雨水処理施

設整備事業を創設するなど、個別補助制度等の活用を促進し、地

下空間を活用した大規模な雨水貯留施設の整備等の加速化を進め

ています。これに加え、気候変動による外力の増加に対応するた

めには、民間企業等の取組を促進することが重要であると考えて

います。公共下水道の排水区域のうち、都市機能が集積し、下水

道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、民間の協力

を得つつ浸水対策を推進するため、地方公共団体が条例で区域を

指定する浸水被害対策区域制度も活用し、雨水の流出抑制を促進

しています。また、様々な部局と連携し、グリーンインフラの活

用等による流出抑制対策を促進することも重要であると考えてい

ます。

協会に期待すること
　気候変動に伴う降雨量の増加や短時間降雨の頻発等の懸念、下

水道の施設計画を超過する降雨による内水被害の発生状況等を踏

まえ、気候変動の影響については不確実性があるものの下水道に

よる都市浸水対策に係る計画に気候変動の影響を反映させ、下水

道による都市浸水対策について、再度災害防止に加え、計画的に

事前防災の整備を推進する必要があります。市街地に降った雨を

河川等に円滑に排水するための雨水幹線や雨水ポンプ場などの整

備を進めていくことが重要ですが、排水先の河川等もまた気候変

動の影響を受けることが予測されているため、流出抑制の観点か

ら、下水道管理者がこれまで以上に雨水貯留浸透の取組の充実・

強化を図ることに加え、民間企業や住民を含む流域のあらゆる関

係者が協働して対策に取り組む流域治水の考え方に基づき、雨水

貯留浸透の取組を進めることが重要であると考えています。この

ように気候変動の影響を踏まえた都市浸水対策を推進していくに

あたって、雨水貯留浸透技術に関する調査、研究、開発及びその

成果の普及等を行い、これらに対する技術的な知見を有する貴協

会が果たす役割は、今後ますます大きくなるものと思いますので、

引き続きご尽力いただきますようお願いします。

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 流域管理官付 課長補佐 長谷川 広樹長谷川広樹
　北海道大学大学院工学研究科卒。2019年に現在の部署に配属。
　主な業務内容:下水道による浸水対策等を担当しています。
　出身地:北海道
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図1.グリーンインフラ官民連携プラットフォーム会員数 図2.毎月開催するオンラインセミナー 図3.市民会館跡地整備イメージ（泉大津市資料）

雨水貯留浸透に係る 令和3年度の重点施策の紹介
　令和2年度は『グリーンインフラ』というワードを以前より多く見るようになった。グリーンインフラは、雨水の貯留・浸透による防災・減
災、「新しい生活様式」に対応した健康でゆとりあるまちづくり、SDGsに沿った環境にやさしい地域づくりなど、地域のポテンシャルを活かし
た地域振興や様々な社会課題の解決に貢献する取組として期待される。産学官民の多様な主体が幅広く参画する「グリーンインフラ官民連携プ
ラットフォーム」を令和2年3月に創設し、シンポジウムの開催や「企画・広報部会」、「技術部会」、「金融部会」においてグリーンインフラ大賞、
アドバイザー制度、オンラインセミナーなど、様々な活動に積極的に取り組むとともに、グリーンインフラ事例集、グリーンインフラ技術集、
金融部会資料集などを1年の成果としてとりまとめ、情報を集約・蓄積し展開を図った。雨水貯留浸透に関しては、オンラインセミナーにおい
て#1 横浜市におけるグリーンインフラの活用事例、#2 グリーンインフラと里山、#3URにおけるグリーンインフラの取り組み事例~雨水浸透
技術について~、合同部会技術部会において、“流域治水×グリーンインフラ”のディスカッションを行った。
　これらの活動の成果として、会員数は当初の409者から1,060者（R3.2月現在）に増加し、地方公共団体も23から70に増加している。
　前置きが長くなったが、令和3年度はこれらの会員同士また会員とプラットフォームがパートナーシップを構築することにより、グリーンイ
ンフラの実装が推進するための活動を展開していく。プラットフォームが有する豊富な人材、知識、ノウハウ等を活用し、グリーンインフラに
積極的に取り組むもしくは取り組もうとしている事業者（国、地方公共団体、民間企業、NPO等）の事業推進、技術開発、資金調達等を様々な
観点から支援していきたい。
　また、総合政策局環境政策課では、先導的グリーンインフラモデル形成支援として、グリーンインフラに取り組む地方公共団体にコンサルや
有識者を派遣し、技術的支援を実施している。令和2年度は、東京都多摩市と大阪府泉大津市で、防災・減災機能の向上、官民連携による拠点
としてのにぎわいづくり、みどりを活かした市民のアビリティとまちの魅力向上等を実現するための構想をとりまとめた。令和3年度も積極的
に取り組む地方公共団体を支援していく。

協会に期待すること
　雨水貯留浸透機能はグリーンインフラの重要な要素であるとともに、グリーンインフラが有する多様な機能・効果を賢く活用することにより
地域における流出抑制を図ることが期待できる。例えば、ホタルの保全を目的とした谷津の活用による水質浄化・ピーク流量の低減、日常にぎ
わう公園や生産性向上に資する屋上庭園で雨水貯留浸透など、グリーンインフラの機能を様々な分野の取り組みに位置づけることが重要と考え
る。そのため、協会の皆様にはグリーンインフラ官民連携プラットフォームの運営委員、技術部会幹事、会員としてご参加いただいているとこ
ろであり、分野を横断して発揮する効果の評価や示し方等に関する調査・検討を進めるためにも、引き続き、技術に関する情報提供、グリーン
インフラ大賞への応募、パートナーシップ構築、分科会の設立による取組推進等、様々な活動への積極的な参加をお願いしたい。
　また、企画・広報部会の分科会で「グリーンインフラ若手の会」を令和2年12月に設立し、SNSを活用した情報発信を若手（20代~30代）中
心に行っている。SNSで情報発信することを契機に、若手が集まり議論し行動する場としての活用が期待されている。会員のみなさまには、ぜ
ひフォロワーとして登録していただくとともに、協会の若手の方は積極的に参加していただければと思う。
　最後に、グリーンインフラ官民連携プラットフォームに興味を持っていただけた会員のみなさまは、下記より会員登録をしていただければ幸
いです。

国土交通省 総合政策局 環境政策課 課長補佐（※執筆当時） 石川 真義石川真義
　岡山大学環境理工学部卒。2020年4月に現在の部署に配属。
　主な業務内容:グリーンインフラのほか、環境政策に係る施策のとりまとめ等をを担当しています。
　出身地:福岡県北九州市 座右の銘:考えるより、まず行動

グリーンインフラ
官民連携プラット
フォーム

▼

令和2年度 先導的
グリーンインフラ
モデル形成支援

▼

【会員登録はこちら】
グリーンインフラ官民
連携プラットフォーム

▼

【Facebook】
グリーンインフラ
官民連携プラット
フォーム公式

▼
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雨は嫌い・・・
雨のデメリットは、直接的に私たちの暮らしに影響を
与えているが、メリットは間接的である。

雨 水 ビ ジ ョ ン
雨水の新たな価値発見！
若手社員を中心とした、11 名で「雨水の新たな価値発見！」をテーマに
オンラインにてフリーディスカッションを開催しました。

雨の日は雨蛙の
出現が子どもの
頃の楽しみだった
今でも雨が好き !

実家が農業を
やっていたから
雨は必要不可欠
な水だよ！

雨は嫌い。
公共機関などに
影響が出て予定
が狂わされる。 雨水の溜め方や

使い方が分から
ないし、助成金
の手続き面倒く
さそうだなぁ．．．。

子どもの頃、酸性
雨の影響か、雨に
当たると禿げると
いう噂があったよ。

たくさん降ると
洪水だし、全く
降らないと渇水
が起こって、困
りもの。

雨のいいところ
を考えてみたよ。

助成金で雨水タンクを設置
して利用を始めたら、雨水
の量が減っていくことが見
えるので、節水の意識が高
まったよ。

雨は好きじゃない！
台風の時に見る川
の水は汚いなぁと
思う。

参加者メンバーのうち、
雨が好きと答えたのはわずか１割程度

日本は水に恵まれている。
水道の蛇口をひねればいつでも水が出てくるし、水道料金も安いので
雨水のありがたさに気づけていない！

雨のメリットとは
● 食物をはぐくむ・作物の成長に必要不可欠

● 生態系保全
　・自然環境を育み、生態系の保全や地下水の涵養。

● 防災・減災
　・溜めることによって災害時などに役に立つ。

● 癒し
　・雨の音で癒される効果。集中力のアップ。睡眠の質の向上。
　・人々に憩いの場を提供する水辺を形成するもとになっている。

● 脱炭素
　・脱炭素社会の実現にもつながる可能性がある。水素燃料の原料として利用し、
　　生産時のエネルギーを太陽光発電にすれば CO₂フリーにつながる。

● 生活用水
　・溜めるといろんなことに使える。庭の水まきや汚れたものを洗うのに利用している。
　　どこにでも降ってくれるので、離島はもちろん水道がないところでも水が確保できる。
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　雨や水循環、グリーンインフラ等、さまざまなテーマ
を取り上げており、どなたでもご参加いただけます。

　雨を活かす社会の実現に向け、また雨水活用の技術
や関連知識の向上と参加者相互の交流による新たな事
業展開等を目的に、「ARSIT Learning salon」を開催し
ています。

( 株 ) ベルテクスコーポレーション　事業推進室
大銑産業 (株 )　土木部
帝人 (株 )　樹脂事業本部 樹脂新事業推進班
(一社 )Water-n　代表理事
エバタ (株 )　開発部
東急建設 (株 )　環境技術部
城東リプロン (株 )　ソリューション部
日本工営 (株 )　河川水資源事業部 河川部
( 株 ) 東京建設コンサルタント　総合治水部
秩父ケミカル (株 )　営業開発本部
(株 ) ホクコン　技術本部 設計技術チーム

相 川　芳 光
上 垣　昌 大
岡 田　伸 吾
奥田　早希子
小田本　一樹
金 内　　敦
唐 澤　宏 治
近 藤　恭 平
中 川　裕 貴
舞 谷　文 香
水 野　　誠

※敬称略、五十音順　2021年3月開催時

詳しい内容やスケジュール等は
協会ホームページにてご案内
しております。

https://arsit.or.jp/

もっと雨水のことを理解し、活用してもらおう！ そのためには・・・

PR
 ・雨水とのいい付き合い方、いい側面をもっと伝えていくことが大事。
 ・発展途上国に対して、雨の利用方法を提案する。
 ・「かわいい」雨傘・レインコート・ブーツなどの日用品でポジティブに
　雨をとらえる。
 ・雨水を貯留する雨水タンクのデザインをもっとかっこよくする。
 ・雨が水質改善に役立っていることをもっとわかりやすく伝える。
 ・溜め方、使い方のアドバイス（雨水で掃除すると水垢がつかない）。
 ・インフルエンサーによる発信。キー局に取り上げてもらう。

教育
 ・雨を主体としたチャリティーを企画してはどうだろう。
　雨をテーマにした交流会を開催。
 ・「家庭でできる雨活生活」「子どもとできる雨活生活」など楽しいキャッ チコピー
　を作成して SNS などで発信する。
 ・夏休みの自由研究で取り上げてもらう（自由研究キットなど）。
　それを 地域レベルに、そして国レベルに展開（助成金）。

くらし
 ・新築の家やマンションに雨水利用の設備がついていたら、
　もっと使うようになると思う。
 ・雨を使うのにお金はかからない。位置エネルギーを持っている。
 ・発電への利用ももっと考えられる。
 ・災害が発生した時のバックアップとして各戸に雨水タンクを設置。
 ・助成金の手続き簡素化。一家に 1ダムという考え方。

経済
 ・雨の経済的な価値を示す。
 ・雨水の需要を掘り起こす。太陽光発電のようにお金に換わればもっと利用する人が増える。
 ・企業はペイしなければ使わない。トップの認識が変わらないと。
 ・ソーシャルインパクトボンド、ESG投資の評価基準に入るような取組みが必要。
 ・技術の進化ではなく使い方の進化、地域の意識の進化という視点が不可欠。

STEP ❶
個人・家族が主体となる
キャッチコピー “子どもとできる雨活”
CM・ユーチューブ・自由研究の活用

STEP ❷
地域レベルが主体となる
 脱炭素社会に対応した商品開発？

新築にセット、
災害時の防災水槽（土地のシェア）

STEP ❸
国が主体となる
上記に対する補助金導入

普及は、各ステップにおける
意識づくりが必要

Win－Win 関係の構築

もっとこういう
取り組みをして
いけば皆の意識
も変わるかもし
れない！

まだまだPR不足。
雨水への理解や教育も
大切だと思う！

雨水ビジョン 「雨水の新たな価値発見！」　11
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雨水貯留浸透に関わる技術評価認定の取得状況



技術評価認定一覧　19



大銑産業
エコマック
ガイナ
キャドテック
サムシング

スピーダーレンタル
ソイルリサイクル工業
タケウチ建設
ハイクレー

大成ロテック
日本道路
前田道路 三井住建道路

清水建設 東急建設
三井住友建設

佐藤渡辺
NIPPO

物林
小泉製麻

東邦レオ
日之出水道機器

プラネッツ
プラネット

共和コンクリート工業
日本ヒューム
ベルテクス
オーイケ

関西ポラコン
コクカコーポレーション
鶴見コンクリート
日東
パスキン工業
ホクエツ
北海道ポラコン
松岡コンクリート工業
ヤマックス

雨水貯留浸透製品工業会
地下貯水工法協会

ポラコン工業会
ミニゲート研究会

エバタ
城東リプロン
積水テクノ成型
タキロンシーアイ
秩父ケミカル
帝人
日東商事
IHI インフラシステム
アロン化成
シンシンブロック
天昇電気工業

鳥居化成
日東ジオテクノ
前澤化成工業
明治ゴム化成
吉原化工
リス興業

タニタハウジングウェア
テクノテック
トーテツ

アートンシビルテクノ
いであ
エイト日本技術開発

建設技術研究所
東京建設コンサルタント
日本工営

三井共同建設コンサルタント
中央開発

アメマルシェ（タキロンシーアイ 提供） ▲

◀ コンクリート調整池
　（ベルテクス  提供）

 ニュープラくん組立後全景 ▶  
（秩父ケミカル  提供）    

会員企業サイトはこちら

会員企業の皆様に支えられ３０年
都市の水循環を改善し、豊かな暮らしの創造に努力してまいります。
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　皆様方のご協力を得て、『雨水』刊行の運びとなりました。 本誌発行に際し
て、座談会にご出席いただきました皆様、玉稿をお寄せくださった国土交通省
の皆様、協賛広告を賜りました各企業様、製作委員会の皆様に心より御礼申し
上げます。
　編集にあたり、改めて協会の歴史を調べることとなりました。分散的に貴重
な資料が残っていることを確認することができ、細かいすべてを掲載するこ
とはできませんでしたが、それらを調べるのは楽しい作業でした。願わくは、
この年表が今から 20 年後の 50 周年記念特集に引き継いでいただけるよう
にと思っています。
　本誌が、読者の皆様方の当協会に対する一層のご理解につながるものとな
りますことを希望いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　  （事務局）

日本工営 (株 )　河川水資源事業部 河川部 部長

日本大学　文理学部 地球科学科 准教授

前澤化成工業 (株 )　営業企画部 営業Ｒ＆Ｄ課

(一社 )Water-n　代表理事

三井住友建設 (株 )　技術本部 技術研究所 土質地盤グループ長

(株 ) ベルテクスコーポレーション　経営企画部 副部長

公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会　総務部

萩 原　　崇
飯 泉　佳 子
小 川　雄 平
奥田　早希子
戸 村　豪 治
三 好　祥 太

事務局

平 田　京 子
（敬称略、順不同）
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■耐水性団粒構造安定化舗装の表面貯留の例

時
常
平

時
水
冠

耐水性団粒構造安定化（表層）舗装とは
劣化（単粒構造）しているクレイの土壌
構造を、（株）エコマックが開発した特殊
技術（安定材、プラントも含）※により、
耐水性団粒構造安定化舗装材を施工現
場で製造する。その浸透性・透水性及び
保水・貯留性は他に例をみない能力で、
温暖化抑制、泥濘化・ほこりの防止、土
砂流出防止、洪水抑制等の機能を発揮
します。 ※特許取得

耐水性団粒構造安定化舗装工法法耐水性団粒構造安定化舗装工法








